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※ 奄美市から他市町村へ転出する際は、新住所地で住所変更をします。 

  奄美市内の住所変更は奄美市へ届出をしてください。 

〇　精神保健福祉手帳に関する届出

医師の診断書
または

障害年金の証
書

印鑑
写真

たて4ｃｍ
よこ3ｃｍ

以前の手帳
マイナンバー
確認書類

届出先

〇 〇 〇 - 〇 奄美市

- 〇 〇
〇

紛失時は不要

〇 奄美市

〇 〇
更新の枠が
すべて埋まっ
たら必要

〇 〇 奄美市

- 〇 - 〇 〇 ※

- - - 〇 - 奄美市

（ 必 要 な 書 類 ）

死 亡
手帳が不要になった

新 規

手 帳 の 紛 失
破 損 ・ 汚 損

有 効 期 間 の 更 新

住 所 ・ 氏 名 の 変 更
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〇　身体障害者手帳・療育手帳に関する届出

指定医師の
診断書

印鑑
写真

たて4ｃｍ
よこ3ｃｍ

以前の手帳
マイナンバー
確認書類

届出先

〇

身障手帳のみ

〇 〇 - 〇 奄美市

- 〇 〇
〇

紛失時は不要

〇 奄美市

〇 〇 〇 〇 〇 奄美市

- 〇 - 〇 〇 ※

- - - 〇
〇

死亡時は不要

奄美市

（ 必 要 な 書 類 ）

新 規

手 帳 の 紛 失
破 損 ・ 汚 損

再認定・障害の程度変更
障 害 部 位 追 加

住 所 ・ 氏 名 の 変 更

死 亡
手帳が不要になった
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障害等級早見表

等

級

障

害

年

金

特

別

児

童

扶

養

手

当

特

別

障

害

者

手

当

障

害

児

福

祉

手

当

心

身

障

害

者

扶

養

共

済

制

度

介

護

人

手

当

自

立

支

援

医

療

（
更

生

・

育

成

）

自

立

支

援

医

療

（
精

神

通

院

）

重

度

心

身

障

害

者

等

医

療

費

助

成

後

期

高

齢

者

医

療

所

得

税

・

住

民

税

控

除

自

動

車

税

・

自

動

車

取

得

税

減

免

バ

ス

・

船

運

賃

の

割

引

航

空

運

賃

の

割

引

タ

ク

シ

ー

運

賃

の

割

引

Ｎ

Ｈ

Ｋ

受

信

料

の

減

免

携

帯

電

話

基

本

料

金

割

引

1 △ ○ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

2 △ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

3 △ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

4 △ 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

5 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

6 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

2 △ ○ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

3 △ ○ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

4 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

5 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

6 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

3 △ ○ ○ （ （ △ 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

4 △ 9 01 ○ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

1 △ ○ △ ○ △ ペ ペ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

2 △ ○ ○ △ ー ー 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

3 △ △ ○ ジ ジ △ 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

4 △ △ を を 〇 〇 〇 〇 △ 〇

5 △ ご ご 〇 〇 〇 〇 △ 〇

6 △ 覧 覧 〇 〇 〇 〇 △ 〇

1 △ ○ △ ○ △ く く 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

2 △ ○ ○ △ だ だ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

3 △ △ ○ さ さ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

4 △ △ い い △ 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

5 △ ） ） 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

6 △ 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

1 △ ○ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

2 △ ○ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

3 △ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

5 △ 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

1 △ △ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

2 △ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

3 △ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

4 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

A1 △ ○ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

A2 △ ○ ○ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

B1 △ △ ○ △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

B2 △ △ ○ 〇 〇 〇 〇 △ 〇

1 △ △ △ △ △ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 △ 〇

2 △ △ △ ○ 〇 ○ ○ 〇 △ 〇

3 △ △ △ 〇 ○ ○ 〇 △ 〇

表の見方

△…条件によって適用の場合あり

税金控除・公金の免除など

内
　
部

精
神

年金・手当など 医療費助成など

　
下
　
　
肢

体
　
幹

療
　
育

　
視
　
　
覚

聴
覚
・
平
衡

言

語

音

声

　
上
　
　
肢

〇…制度の適用あり
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等

級

福

祉

郵

便

は

が

き

有

料

道

路

通

行

料

の

割

引

補

装

具

費

の

支

給

日

常

生

活

用

具

の

給

付

軽

度

・

中

等

度

難

聴

児

補

聴

器

パ

ー

キ

ン

グ

パ

ー

ミ

ッ
ト

制

度

心

身

障

害

児

療

育

旅

費

助

成

臓

器

機

能

障

害

者

旅

費

助

成

若
年

末
期

が

ん

患

者

に
対

す
る

療

養

支

援

自

動

車

免

許

取

得

自

動

車

改

造

費

ヘ

ル

プ

カ

ー

ド

駐

車

禁

止

除

外

標

章

の

交

付

移

動

支

援

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ △

5 ○

6 ○

2 ○ ○ ○ ○

3 △ ○ ○ ○

4 ○ ○

5 ○

6 ○

3 （ （ （ （ （ （ ○ △

4 41 51 61 81 91 02 ○

1 ○ ペ ペ ペ ペ ○ ペ ペ ○ ○ ○ ○

2 ○ ー ー ー ー ○ ー ー ○ ○ ○ ○

3 ジ ジ ジ ジ ジ ジ ○ ○

4 を を を を を を ○ ○

5 ご ご ご ご ご ご ○

6 覧 覧 覧 覧 覧 覧 ○

1 ○ く く く く ○ く く ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ だ だ だ だ ○ だ だ ○ ○ ○ ○ ○

3 さ さ さ さ ○ さ さ ○ ○ ○

4 い い い い ○ い い ○ ○ ○

5 ） ） ） ） ○ ） ） ○

6 ○ ○

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○

5 ○

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

2 ○ △ ○ ○ ○ ○

3 △ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○

A1 ○ ○ ○ ○ △

A2 ○ ○ ○ ○ △

B1 ○

B2 ○

1 ○ ○ ○ △

2 ○ △

3 ○

療
育

精
神

言

語

音

声

上
　
　
肢

下
　
　
肢

体
　
幹

内
　
部

その他税金・公金

視
　
　
覚

聴
覚
・
平
衡
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■ 特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

  

問い合わせ先：福祉政策課 こども未来係   

 

身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは

母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。 

 

※手当を受給するには、申請をして認定を受ける必要があります。 

 

支給額 

・1 級（重度障害児） 

月額 ５２，５００円 

・２級（中度障害児） 

月額 ３４，９７０円  ※R２年 4月時点 

 

４月、８月、１１月に支給 

支給制限 

・施設入所中の方 

・所得が一定額以上の場合 

・障害を事由とする公的年金を受けている場合 

・日本国内に住所を有さない場合 

 

 

■ 障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

・障害
しょうがい

厚生
こうせい

年金
ねんきん

    

問い合わせ先：下記窓口   

 

障害年金は、病気やケガなどの障害によって生活や仕事などが制限されるようにな

った場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 

 

※障害年金を受け取るには、申請をして認定を受ける必要があります。過去に国民年金の保険

料が未納の場合、受給できないことがあります。詳しくは下記担当窓口へお問い合わせくだ

さい。 

 

・障害基礎年金……市役所 国保年金課国保年金係 

         ＴＥＬ：0997-52-1111 

・障害厚生年金……奄美大島年金事務所 お客様相談室 

         ＴＥＬ：0997-52-4341 

 

           TEL：0997- 
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■ 特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

   

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の重度障害者(児)を対象に支給さ

れます。 

 

※手当を受給するには、申請をして認定を受ける必要があります。 

 

対象者 

・特別障害者手当 

２０歳以上で１級・２級程度の障害が重複する在宅の方 

・障害児福祉手当 

２０歳未満で１級・２級程度の障害がある在宅の方 

支給額 

・特別障害者手当 

月額２７，３５０円  

・障害児福祉手当 

月額１４，８８０円  ※Ｒ２年 4月時点 

 

５月、８月、１１月、２月に支給 

手続きに 

必要な物 

・認定請求書（窓口にあります） 

・手当用診断書 

・印鑑 

・本人名義の通帳 

・年金受給額を確認できる証書、通帳など 

支給制限 
・入所、入院中の方 

・所得が一定額以上の場合 

 

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 
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の
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ど 

税
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■ 心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

制度
せ い ど

   

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

心身障害者を扶養する方（加入者）が生存中に一定額の掛金を払うことによって、

加入者が死亡または重度の障害者となった場合、残された心身障害者に終身給付金

を支給する制度です。 

 

対象者 

下記の方を扶養している６４歳までの健康な方 

 ・身体障害者手帳 １級～３級 

 ・知的障害 

 ・精神または身体に永続的な障害のある方で、その程度が 

  上記の者と同程度と認められる方 

掛金 

加入時の年齢によって掛金の金額が決まります。 

（非課税世帯、生活保護受給世帯の方は掛金の減額・免除を受けら

れる場合があります。） 

年金額 

・1 口加入者 

月額２０，０００円 （年額２４万円） 

・２口加入者 

月額４０，０００円 （年額４８万円） 

 

毎月心身障害者（児）への指定口座に振り込み 

 本人が年金の管理が困難な場合、代理で年金を管理する年金管

理者を立てることも可能です。 

申請に必要な

もの 

・加入申込書 

・住民票の写し（加入者、障害者それぞれ必要です） 

・申込者告知書（健康状態を告知する書類です） 

・障害の程度を証明する書類（障害者手帳、療育手帳、年金証書な

ど） 

・年金管理者指定届書（障害者が年金を管理するのが困難な場合） 
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■ 介護人
かいごにん

手当
て あ て

   

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

重度の障害者を介護している方に対し手当を支給します。 

 

※手当を受給するには、申請をして認定を受ける必要があります。 

 

対象者 

下記のすべての条件を満たしている方 

① 認定基準に該当する重度の身体障害者または知的障害者を常

時介護している方 

② ６ヶ月以上奄美市に居住し、在宅で介護している方 

③ 介護保険サービスを利用していない方 

助成額 

年額４５，０００円 

 

２月に申請していただき、介護状況の調査をし、支給の可否を決定

します。 

決定後、３月に年額をまとめて指定口座へ支給します。 

申請に必要な

もの 

・申請書（窓口にあります） 

・民生委員の証明 

・印鑑 
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■ 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（更生
こうせい

医療
いりょう

）  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係  

  

１８歳以上の身体障害者手帳を所持している方が、その障害を取り除くための医療

（手術・通院）を行う際、医療費の助成を行います。 

 

※医療機関の指定があります。 

原則として、負担能力に応じた負担が必要です。また、一定所得以上の方は制度対象外にな

る場合があります。 

  

対象となる 

医療 

ペースメーカー埋め込み、腎移植、人工透析、人工関節置換術な

ど 

必要書類 

・医師の要否意見書 

・印鑑 

・世帯全員分の保険証 

 

 

■ 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（育成
いくせい

医療
いりょう

）  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

１８才未満の身体に障害がある児童が、その障害を軽減するための医療（手術・通

院）を行う際、医療費の助成を行います。 

 

※医療機関の指定があります。 

身体障害者手帳を所持していない児童も対象になる場合があります。 

原則として、負担能力に応じた負担が必要です。また、一定所得以上の方は制度対象外にな

る場合があります。 

 

対象となる 

医療 
口腔口蓋裂、脊椎湾曲症など 

必要書類 

・医師の要否意見書 

・印鑑 

・世帯全員分の保険証 
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■ 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

）  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

精神疾患で継続的な治療が必要な方の、通院医療費の自己負担額を軽減する制度で

す。デイケア利用時も適用できます。 

 

※医療機関の指定があります。 

精神保健福祉手帳を所持していない方も対象となる場合があります。 

原則として、負担能力に応じた負担が必要です。また、一定所得以上の方は制度対象外になる

場合があります。 

 

対象となる 

医療 

統合失調症、気分障害、アルコール依存症、てんかん 

アルツハイマー型認知症など 

必要書類 

・医師の診断書 

・印鑑 

・世帯全員分の保険証 

 

■ 重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

医療に要した費用のうち、保険適用分の自己負担額を助成します。 

入院時の食事代やおむつなど、保険外のものについては対象になりません。 

 

対象者 

健康保険に加入中で、下記のいずれかに当てはまる方 

① 身体障害者手帳 １級、２級 

② 身体障害者手帳 ３級 かつ ＩＱ５０以下と判定 

③ 療育手帳 A１、A2 

④ ＩＱが３５以下と判定を受けた方 

必要書類 

・保険証 

・印鑑 

・障害者手帳 

・預金口座のわかるもの 

 

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 

 

そ

の

他 

医
療
費
の 

助
成
な
ど 

税
金
・
公
共 

料
金
の
免
除 

相
談
の
窓
口 

障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス 
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■ 後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

制度
せ い ど

 

問い合わせ先：高齢者福祉課 資格審査係（名瀬） 

市民福祉課 国保税務係（住用） 

市民課 国民健康保険係（笠利） 

 

６５歳～７４歳で一定の障害がある方は、後期高齢者医

療制度に加入することができます。 

後期高齢者医療制度に加入することで、保険料が安くな

ったり、病院での窓口負担が少なくなったりする場合が

あります。 

 

対象者 

下記のいずれかに当てはまる、６５歳～７４歳の方 

① 身体障害者手帳 １級、２級、３級 と ４級の一部 

② 精神障害者保健福祉手帳 １級、２級 

③ 療育手帳 Ａ１、Ａ２ 

④ 障害年金証書（現に支給されているもの）１級、２級 

必要書類 

・上記の障害の状態を明らかにする書類（手帳、年金証書など） 

・現在加入中の健康保険証 

・印鑑（認め印可） 

・預金口座のわかるもの 

 

■ 施設
し せ つ

医療
いりょう

  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

障害者施設の利用者に対し、医療費の一部を公費負担し

ています。 

なお、自己負担分については、別途重度心身障害者医療

費助成の対象となる場合があります。 
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■ 税金
ぜいきん

の軽減
けいげん

制度
せ い ど

                

問い合わせ先：下記窓口  

 

障害のある方、扶養している方の経済的負担を軽減するため、 

下記のような軽減制度があります。 

 

※詳細な内容については各問い合わせ先にお問い合わせください。 

 

種類 内容 問い合わせ先 

所得税 

本人またはその控除対象配偶者、扶養親族が身体

障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持っ

ている場合、所得税から障害者控除（障害者控除

特別障害者控除、同居の特別障害者に係る特別障

害者控除）が受けられます。 税務署 

相続税 
相続人が障害者であるときに、相続税額から規定

の金額が差し引かれます。 

特定障害者に

対する贈与税

の非課税 

一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益

者とする財産の信託があったときは、その信託受

託権の価額のうち、規定の金額が控除されます。 

信託会社及び

信託業務を営

む金融機関・ 

税務署 

住民税 

各障害者控除については所得税に同じです。 

また、前年の合計所得が規定以下の場合、非課税

になる場合があります。 

奄美市役所 

（名瀬） 

税務課 課税係 

（住用） 

市民福祉課 

国保税務係 

（笠利） 

市民課 税務係 

軽自動車税 
障害のある方の通院・通学のために使用される自

動車の自動車税、自動車取得税が減免になる場合

があります。 

原則、障害者本人が所有者となっている自動車

で、障害者または、障害者と生計を同一にする者

（または常時介護者）が運転する自動車が対象と

なります。 

自動車税・自

動車取得税 

大島支庁県税

課 

57-7225 

 

 

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 

 

そ

の

他 

医
療
費
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助
成
な
ど 

税
金
・
公
共 

料
金
の
免
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相
談
の
窓
口 

障
害
福
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サ
ー
ビ
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■ 運賃
うんちん

の割引
わりびき

 

問い合わせ先：下記窓口   

 

予約時、乗降時などに手帳を提示することで、本人および付き添いの方の運賃が割

引になる場合があります。 

 

種類 内容 問い合わせ先 

市内民間バス 運賃の５０％割引 バス会社 

飛行機 普通運賃の１０％～５０％程度の割引 各航空会社 

フェリー 

運賃の５０％割引 

精神保健福祉手帳は、等級によって割引を受けられる船室等

級が異なります。お問い合わせください。 

各フェリー会

社 

タクシー 

運賃の１０％割引 

各会社により実施の有無が異なるため、乗車時にご確認

ください。 

各タクシー会

社 

 

■ ＮＨＫ放送
ほうそう

受信料
じゅしんりょう

の減免
げんめん

  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

NHK の放送受信料が全額、または半額免除になる場合があります。 

福祉政策課窓口で証明書の発行を受け、ＮＨＫへご提出ください。 

 

対象者 

・全額免除 

  障害者のいる世帯全員が市民税非課税 

・半額免除 

  下記のいずれかに該当する方 

① 視覚障害者、聴覚障害者が世帯主 

② １～２級の身体障害者手帳、Ａ１～Ａ２の療育手帳 

１級の精神保健福祉手帳所持者が世帯主 

必要書類 
・印鑑 

・手帳 
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■ 携帯
けいたい

電話
で ん わ

料金
りょうきん

の割引
わりびき

  

問い合わせ先：各携帯電話会社   

 

手帳を所持していることで、基本料金等の割引を受けられる場合があ

ります。 

各携帯電話会社へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

■ 福祉
ふ く し

郵便
ゆうびん

はがき（青い
あお

鳥
とり

郵便
ゆうびん

ハガキ） 

問い合わせ先：郵便局   

  

1級、2級の身体障害者手帳または A1、A2の療育手帳をお持ちの方

に対して、青い鳥郵便時ハガキ 20枚が無料配布されます。 

４月～５月に郵便局で事前申請が必要です。 

 

 

 

 

■ 有料
ゆうりょう

道路
ど う ろ

通行
つうこう

料金
りょうきん

の割引
わりびき

 

問い合わせ先：有料道路管理会社   

 

有料道路通行料の割引が受けられます。福祉政策課窓口で申請してください。 

 

対象者 

・障害者本人が運転する場合 

身体障害者手帳所持者 

・同乗する障害者が、下記のいずれかに該当する場合 

① 身体障害者手帳 １級、２級 

② 療育手帳 A1、A2 

 

障害者本人か、生計を同一にする者、または障害者を常時介護し

ている者が所有する自動車が対象です。 

営業用、レンタカーは対象外となります。 

割引額 ５０％ 

必要書類 

・身体障害者手帳または療育手帳 

・運転免許証 

・車検証 

 

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 

 

そ

の

他 

医
療
費
の 

助
成
な
ど 

税
金
・
公
共 

料
金
の
免
除 

相
談
の
窓
口 

障
害
福
祉 

サ
ー
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■ 補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

の支給
しきゅう

  

問い合わせ先：福祉政策課障害福祉係   

 

障害者の身体機能の補完、代替するための用具を購入、修理する際の費用を支給し

ます。 

 

対象者 
身体障害者手帳（難病患者は特定疾患医療受給者証）を持ってい

て、医師に補装具の支給が必要と認められた方 

補装具の 

種類 

義足、義手、装具、座位保持装置 

車椅子、電動車椅子、補聴器 

盲人安全つえ、義眼、眼鏡、歩行器 

歩行補助用杖、重度障害者用意思伝達装置 

 

※児童のみ 

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 

必要書類 

・申請書（窓口にあります） 

・医師意見書 

・業者見積書 

利用者負担 

１割 

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は負担なし 

 

負担額が３７，２００円を超えた場合、高額障害福祉サービス費

として支給されます。 

補装具の 

対象と 

ならない 

場合 

・治療やリハビリのために使用される装具 

・他の制度によって補装具の支給、修理、貸与が受けられる場合

（戦傷病者特別援護法、介護保険法によるレンタル、労働者災

害補償保険法、自動車損害賠償保障法など） 
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■ 日常

にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

重度障害者・児に対し、日常生活用具を給付します。 

小児慢性特定疾病児童への給付については、担当窓口へお問い合わせください。 

 

 
品目 対象者 

医師 

意見書 

介
護
・
訓
練
支
援
用
具 

特殊寝台 下肢または体幹機能障害２級以上  

特殊マット 
下肢または体幹機能障害１級以上、重度以上の 

知的障害者 

 

特殊尿器 下肢または体幹機能障害１級で常時介護を要する者  

入浴担架 下肢または体幹機能障害２級以上  

体位変換器 下肢または体幹機能障害 2級以上  

移動用リフト 下肢または体幹機能障害 2級以上  

自
立
生
活
支
援
用
具 

入浴補助用具 
下肢または体幹機能障害で入浴に介助を必要

とする者 

○ 

便器 下肢または体幹機能障害 2級以上  

Ｔ字状・棒状のつえ 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害３級以上  

頭部保護帽 
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害 

重度以上の知的障害者もしくは精神障害者 

○ 

特殊便器 上肢障害２級以上または重度以上の知的障害者  

移動・移乗支援用具 
平衡機能障害または下肢もしくは体幹機能障害者

で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 

 

火災警報器 障害２級以上または重度以上の知的障害者  

自動消火器 障害２級以上または重度以上の知的障害者  

電磁調理器 視覚障害２級以上または最重度の知的障害者  

歩行時間延長信号機

用小型送信機 
視覚障害２級以上  

聴覚障害者用 

屋内信号装置 
聴覚障害２級以上 

 

在
宅
療
養
等
支
援
用
具 

透析液加温器 腎臓機能障害３級以上  

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能障害３級以上または同程度の身体障害者 ○ 

電気式たん吸引器 呼吸器機能障害３級以上または同程度の身体障害者 ○ 

酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者 ○ 

盲人用体温時計 視覚障害２級以上で原則学齢児以上の者  

盲人用体重計 視覚障害２級以上  

 

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 
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   品目 対象者 
医師 

意見書 

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具 

携帯用会話補助装

置 

音声・言語機能障害で発声・発語に著しい 

障害を有する者 
○ 

情報・通信支援用具 上肢機能障害２級以上または視覚障害２級以上  

点字ディスプレイ 視覚障害２級以上かつ聴覚障害２級以上  

点字器 視覚障害２級以上  

点字タイプライタ

ー 

視覚障害２級以上で本人が就労若しくは就学して

いる又は就労が見込まれる者 
 

視覚障害者用 

ポータブル 

レコーダー 

視覚障害２級以上  

視覚障害者用 

活字文書読み上げ装

置 

視覚障害２級以上  

視覚障害者用 

拡大読書器 
視覚障害 ○ 

盲人用時計 視覚障害２級以上  

聴覚障害者用 

通信装置 
聴覚障害  

聴覚障害者用 

情報受信装置 

聴覚障害者（児）であって、本装置によりテ

レビの視聴が可能になる者 
 

人工咽頭 咽頭摘出者  

視覚障害者用 

ワードプロセッサ 

視覚障害者（児）で就労若しくは就学してい

る者又は就労が見込まれる者 
 

排
泄
管
理
支
援
用
具 

ストマ装具 人工肛門又は人工膀胱造設者 ○ 

紙おむつ等 

(紙おむつ・洗腸用具・

さらし・ガーゼなど) 

ストマ使用が困難な者・高度の排便機能障

害・高度の排尿機能障害者・脳原性運動機能

障害かつ意思表示困難者 

○ 

収尿器 高度の排尿機能障害者 ○ 

住
宅
改
修
費 

居宅生活動作 

補助用具 

下肢、体幹機能障害または運動機能障害の３

級以上 

工事を必要とする住宅改修（手すり、スロー

プの設置など） 

○ 

ヒアリングループ無償貸出：奄美地区地域自立支援協議会では、イベントや会議等

で難聴がある方の聴こえを支援するヒアリングループ（磁気ループによる補聴システ

ム）の無償貸出を行っています。ご利用を！！ 
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■ 軽度
け い ど

・中等度
ちゅうとうど

難聴児
なんちょうじ

補聴器
ほちょうき

助成
じょせい

  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

手帳の交付にはいたらない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器購入費の一部助

成をします。 

 

対象者 

下記のすべてに当てはまる１８歳未満の方 

① 両耳の聴力レベルが 30ｄｂ以上 70ｄｂ未満で、身体障害

者手帳の交付の対象ではない 

② 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待でき

ると指定医師から診断されている 

助成費用 補聴器購入費用の３分の２ 

必要書類 

・申請書（窓口にあります） 

・医師意見書 

・補聴器業者見積書 

 

■ パーキングパーミット制度
せ い ど

  

問い合わせ先：大島支庁 地域保健福祉課   

公共施設や店舗などをさまざまな施設に設置されている身障者用駐車場を利用で

きる「利用者証」を交付します。 

対象者 

下記のいずれかに当てはまる方 

① 身体障害者手帳 １級～３級 

（聴覚・音声・言語除く） 

※部位によって条件が異なるため 

担当窓口へお問い合わせください。 

② 療育手帳 A１、A２ 

③ 精神保健福祉手帳 １級 

④ その他、高齢者・難病患者など 

必要書類 
・申請書（大島支庁窓口にあります） 

・障害の程度を証明する書類 

●奄美地区地域自立支援協議会では、障がいのある方や配慮の必要な方のための「お

もいやり駐車場」として、駐車場のブルーカラー化を推進しています！ 
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■ 臓器
ぞ う き

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

旅費
り ょ ひ

助成
じょせい

  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

島外の医療機関において臓器の移植手術を受ける方に対し、旅費の助成をします。 

 

対象者 

下記のいずれかに当てはまる方 

① １年以上奄美市に在住している臓器移植予定者 

② ①の方に対し、臓器の提供を行う方（ドナー） 

助成対象旅費 
・宿泊費（３泊分まで）、船賃、航空運賃、鉄道運賃 

上限総額２０万円 

申請に必要な

もの 

・申請書（窓口にあります） 

・運賃、宿泊料の領収書 

・入退院院証明 

 

■ 心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

療育
りょういく

旅費
り ょ ひ

助成
じょせい

  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

心身に障害（それと同程度の疾病）を持つ１８歳未満の子が、島内では治療を受け

られず島外の病院を受診する際、運賃の一部を助成します。 

 

対象者 
島外での治療が必要と認められた１８歳未満の心身障害児 

または同程度の児童 

助成額 

奄美－鹿児島間の航空運賃：４分の１ 

船舶運賃：２分の１ 

鹿児島県以外の都道府県の病院を受診された場合も、鹿児島までの

運賃が対象になります。 

申請に必要な

もの 

・申請書（窓口にあります） 

・請求書（窓口にあります） 

・診療明細 

・運賃領収書の写し 
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■ 若年
じゃくねん

末期
ま っ き

がん患者
かんじゃ

に対する
たい

療養
りょうよう

支援
し え ん

   

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

若年末期がん患者に対し、各種サービスを提供します。 

 

対象者 
治癒を目的とした治療を行わず、在宅療養を希望する 40歳未満の

末期がん患者 

助成額 

補助対象上限 

・０～１９才  

居宅サービス…５０，０００円（月額） 

・２０～３９才 

居宅サービス・福祉用具貸与…８０，０００円（月額） 

福祉用具購入…５０，０００円（一人当たり上限） 

申請に必要な

もの 

・申請書（窓口にあります） 

・医師の意見書 

 

■ 在宅
ざいたく

酸素
さ ん そ

療法者
りょうほうしゃ

助成
じょせい

   

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

在宅で酸素療法を行っている方へ、電気代の一部を助成する制度です。 

 

対象者 

下記のすべてに当てはまる方 

① 呼吸機能障害 １～３級 

② 非課税世帯 

③ 在宅で２４時間の酸素療法を行っている 

助成額 

月額２，０００円 

 

９月、３月に半年分をまとめて指定口座へ支給します。 

申請に必要な

もの 

・申請書（窓口にあります） 

・身体障害者手帳 

・酸素濃縮器の使用がわかる書類 

 

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 

 

そ

の

他 

医
療
費
の 

助
成
な
ど 

税
金
・
公
共 

料
金
の
免
除 

相
談
の
窓
口 

障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス 



 

- 21 - 

 

 

 

  ■ 自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得費
しゅとくひ

・改造費
かいぞうひ

の助成
じょせい

    

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係   

 

身体障害者手帳を所持する方が就労のために免許を取得する際、また自動車を改造

する必要がある際、費用の一部を助成します。 

 

対象者 

下記のすべてに当てはまる方 

・免許取得費 

① 運転免許試験の受験資格を有している 

② 身体障害者手帳 １級～４級 

③ 運転免許取得により社会参加が見込まれる 

・改造費 

① 上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害１級～２級 

② 就労等のため自らが使用し、又は運転する自動車の 

操向装置又は駆動装置等の一部を改造する必要がある 

助成額 上限１０万円 

申請に必要な

もの 

免許取得、改造の前に申請をしてください。 

・申請書（窓口にあります） 

・改造を行う業者の見積書（改造費のみ） 

・改造箇所の図面（改造費のみ） 

・運転免許証の写し（改造費のみ） 

 

■ ヘルプカード  

問い合わせ先：福祉政策課 障害福祉係 

大島支庁 地域保健福祉課   

 

障害などで困っている人が、周りに支援を求めるためのカードです。 

 

対象者 

ヘルプカードの所持を希望の方 

※障害の有無を問わず、高齢者や妊婦等へも 

配布できます。 

配布に必要な

もの 
簡単なアンケートを１枚、記入していただきます。 
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■ 駐車
ちゅうしゃ

禁止
き ん し

除外
じょがい

標 章
ひょうしょう

の交付
こ う ふ

 

問い合わせ先：奄美警察署   

 

障害等のある方に対して、公安委員会から駐車禁止除外標章が交付され、駐車禁止

等の規制対象から除外されます。 

 

対象者 

・視覚障害 １級～４級の１ 

・聴覚障害 ２級～３級 

・平衡機能障害 ３級 

・上肢不自由 １級、２級の１及び２級の２ 

・下肢不自由 １級～４級 

・体幹不自由 １級～３級 

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 

  上肢機能 １級及び２級 

（一上肢のみの運動機能障害を除く） 

  移動機能 １級～２級 

・心臓、じん臓、呼吸器、小腸、免疫、肝臓機能障害 ３級 

・ぼうこう及び直腸機能障害 １級～４級 

・知的障害 A１、A２ 

・精神障害 １級 

・色素性乾皮症（小児慢性特定疾患児手帳を所持） 

その他 

車両を所有していない方も、交付が受けられます。 

タクシーや他者の車両に乗車する場合でも、標章を利用できます。

また、患者輸送車や車椅子移動者も交付の対象になります。 

手数料 無料 

申請に必要な

もの 

・手帳（身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳、小児慢性特定疾病児手帳） 

・印鑑 

・申請書（警察署窓口にあります） 

 

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 

 

そ

の

他 

医
療
費
の 

助
成
な
ど 

税
金
・
公
共 

料
金
の
免
除 

相
談
の
窓
口 

障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス 



 

 

- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 奄美地区障がい者等基幹相談支援センター ぴあリンク奄
あま

美
み

 

 

障害者手帳の有無にかかわらず、障害のある方の相談をワンストップで受け付ける

窓口です。相談先に迷ったとき、まずはこちらへご相談ください。 

   

開所時間：月曜日～金曜日（祝日を除く） 

午前９時～午後 7時 

費 用：無 料 

相談方法：電話、訪問、来所 

対 象 者：手帳の有無にかかわらず、身 

体・知的・発達・精神の障害 

がある方や、ご家族、関係者 

連 絡 先：0997-69-4061 

住 所：奄美市名瀬幸町 15 番３号 

      

 

 

■ 障害者地域活動支援センター ゆらい  

 

日常生活支援、生活相談、地域活動などを行い、利用者の社会復帰、自立と社会参

加の促進を目的とする施設です。相談、施設利用、見学はいつでも可能です。 

   

施設利用：午前 9時～午後 5時 

電話相談：同上  

お 休 み：火曜、 日曜、祝日 

費 用：無料（要登録） 

有料で飲み物や浴室、洗濯機 

の利用ができます。 

相談方法：電話、来所 

対 象 者：手帳の有無にかかわらず、身 

体・知的・発達・精神の障害 

がある方 

連 絡 先：0997-57-7417 

住 所：奄美市名瀬塩浜町 13番 1号 

 

 

 

八百屋 

金久 

中学校 

金
久
中
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ラ
ウ
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ド 

市役所 

 

上原 

つきあげ 

名瀬 

幼稚園 
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■ 障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

 

 

障害のある方とその家族の各種相談に応じ、福祉事務所や 

関係機関と協力し、地域福祉活動を推進しています。 

近くにお住まいの相談員までお気軽にご相談ください。 

 

専門 氏名 住所 連絡先 

身体（肢体） 里島 光一郎 有屋町 52-3957 

身体（聴覚） 中浜 政則 平田町 
52-7950 

（ＦＡＸ） 

身体（肢体） 前田 守國 石橋町 53-1552 

身体（難聴） 大野 歓 大熊町 
54-4459 

（ＦＡＸ） 

身体（内部） 松岡 うめ子 笠利町 63-1297 

身体（肢体） 登尾 誠治 笠利町 63-2645 

知的 里 きほの 笠利町 63-2454 

知的 松浦 久美子 浦上町 53-4006 

 

■ あまみ障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 

 

障害がある方やそのご家族の方の、就職や生活の相談、企業の方からの障害者雇用

相談などに応じる相談窓口です。 

   

開所時間：月曜日～金曜日 

午前９時～午後５時 

相談方法：電話、訪問、来所 

    ※事前に電話が必要です。 

対 象 者：障害のある方、またはそのご 

家族、事業主の方など 

連 絡 先：0997-69-3673 

住 所：奄美市名瀬長浜町 5番 6号 

      

 

 

奄美 

警察署 

名瀬新港 

ハロー

ワーク 

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 

 

そ

の

他 

医
療
費
の 

助
成
な
ど 

税
金
・
公
共 

料
金
の
免
除 

相
談
の
窓
口 

障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス 



障害福祉サービス利用の流れ 

- 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

介護給付 
障害の程度が一定以上の人に

日常生活や療養で必要な介護

を行います。 

訓練等給付 
自立した生活を送るために、 

必要な知識や技術を身につけ

るための支援を行います。 

障害のある
人や児童 

⚫ 広域支援、人材育成などの支援 

 

児童福祉法によるサービス 

障害のある児童を対象に「児童福祉法」にもとづいて、日常生活や集団生活に必

要な訓練などを行い、発達や自立を支援します。 

補装具 

⚫ 居宅介護 

⚫ 重度訪問介護 

⚫ 同行援護 

⚫ 行動援護 

⚫ 短期入所 

⚫ 生活介護 など 

 

自立支援医療 

 

⚫ 移動支援 

⚫ 訪問入浴 

⚫ 日中一時 

⚫ 手話通訳派遣 

⚫ 相談支援  など 

⚫ 自立訓練 

⚫ 就労移行支援 

⚫ 就労継続支援 

（Ａ型、Ｂ型） 

⚫ 就労定着支援 

など 

 

地域生活支援事業 
市町村が地域の実情に合わせ、

さまざまな事業を行います。 

 



障害福祉サービス利用の流れ 
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相談・申請する 

サービスの支給決定・受給者証の交付 

 

サービスを利用する 

サービス利用計画の作成 

 

 

 

 

 

障害支援区分の認定          計画案の作成 

 

 

ご本人やご家族等と面談し、障害の状
況を把握するための調査を行います。 
その後市町村の開く審査会で、主治医
の意見なども踏まえながら、障害の区
分を１～６で認定します。 

※18歳以上の介護給付サービス利用時 指定特定相談支援事業所の相談支援
専門員がご本人と面談し、本人の希
望や心身の状態から最も適切なサー
ビスの組み合わせ等を検討し、作成

したものを市に提出します。 

提出されたサービス利用計画案や障害支援区分をもとに、市がサービスの決定をします。 
支給決定後、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。 

申請に必要なもの 
・申請書、世帯状況申告書（市役所窓口にあります） 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳または特定疾患医療受給者証等  

・所得・課税証明書（申請する日の属する年の 1月 1日に奄美市に住民登録をして 

いなかった方のみ） 

 

サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスを利用開始します。 
利用開始後、定期的なモニタリングを実施し、サービスが適正に利用され 
ているか確認を行っていきます。 

決定した内容をもとに、指定特定相談支援事業所がサービス利用計画書を提出します。 

市の窓口、または指定特定相談支援事業所に相談をします。 
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介

護

給

付 

居 宅
き ょ た く

介 護
か い ご

 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行い

ます。（身体介護、家事援助、通院等介助、

通院等乗降介助） 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

重度の肢体不自由者、知的障害者又は精神障

害者で常に介護を必要とする人に、自宅で、

入浴、排せつ、食事の介護、外出時における

移動支援などを総合的に行います。 

同 行
ど う こ う

援 護
え ん ご

 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する

人に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読

を含む）、移動の援護等の外出支援を行いま

す。 

行 動
こ う ど う

援 護
え ん ご

 

自己判断能力が制限されている人が行動す

るときに、危険を回避するため必要な支援、

外出支援を行います。 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

 

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期

間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 

 短 期
た ん き

入 所
にゅうしょ

 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期

間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 

療 養
り ょ う よ う

介 護
か い ご

 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関

で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び

日常生活の世話を行います。 

生 活
せ い か つ

介 護
か い ご

 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排

せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的

活動又は生産活動の機会を提供します。 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 
施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排

せつ、食事の介護等を行います。 
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訓

練

等

給

付 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよ

う、一定期間、身体機能又は生活能力の向上

のために必要な訓練を行います。 

宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

知的障害又は精神障害を有する人に、居室そ

の他の設備を利用させるとともに、家事等の

日常生活能力を向上させるための支援等を

行います。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期

間、就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（A 型・B 型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を

提供するとともに、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や

日常生活上の援助を行います。 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

就労支援を受けて一般就労した人が、継続し

て就労できるよう、必要な相談や指導を受け

ることができます。 

区分 上限（月額）

生活保護 0円

低所得 0円

一般１ 9,300円

一般２ 37,200円　上記以外

市町村民税課税世帯
入所施設利用者およびグループホーム利用者を除く

世帯の収入

　生活保護受給世帯

　市町村民税非課税世帯

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 

 

そ

の

他 

医
療
費
の 

助
成
な
ど 

税
金
・
公
共 

料
金
の
免
除 

相
談
の
窓
口 

障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス 

利用者負担 
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障

害

児

通

所

支

援 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

就学前の障害のある児童に対して、基本的な

日常生活動作の訓練や集団生活への適応訓

練を行います。 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんかた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

重度の障害等で外出が困難な児童に対して、

自宅に訪問し、基本的な日常生活動作の訓練

や集団生活への適応訓練を行います。 

医療型
いりょうかた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

就学前の障害のある児童に対して、基本的な

日常生活動作の訓練や集団生活への適応訓

練と併せて医療的な支援を行います。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

 

就学中の障害のある児童に対して、放課後や

長期休暇中に、生活能力向上のための訓練

や、地域との交流促進などを行います。 

保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

障害のある児童が通う保育所や幼稚園、小学

校等に専門職員が訪問して集団生活への適

応に必要な援助を行います。 

区分 上限（月額）

生活保護 0円

低所得 0円

4,600円

9,300円

一般２ 37,200円　上記以外

世帯の収入

一般１ 市町村民税課税世帯

　生活保護受給世帯

　市町村民税非課税世帯

通所施設、ホームヘルプ利用

入所施設利用



障害福祉サービス利用の流れ 
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地

域

生

活

支

援

事

業 

移 動
い ど う

支 援
し え ん

 

一人では外出が困難な方が、社会生活上必要

な外出、余暇活動、社会参加のための外出を

する際、ガイドヘルパーを派遣します。 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 

心身に障害のある児童及び知的障害のある

方が、保護者の病気などのため一時的に介護

ができないときに、施設を日帰りで利用でき

ます。 

訪 問
ほ う も ん

入 浴
にゅうよく

 

自宅や施設の浴槽では入浴が困難な方を対

象に、浴槽を搭載した入浴車で家庭を訪問

し、入浴サービスを行います。 

相 談
そ う だ ん

支 援
し え ん

 

障害のある方、その家族、介護者などからの

相談に応じ、必要な情報の提供や援助を行

い、自立に向けて支援します。 

コミュニケーション支援 

聴覚障害のある方が外出をする際や、その他

日常生活上必要な場面で手話通訳や要約筆

記を行います。 

自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得費
しゅとくひ

・改造費
かいぞうひ

の助成
じょせい

 

身体障害者手帳を所持する方が就労のため

に免許を取得する際、また自動車を改造する

必要がある際、費用の一部を助成します。 

（P21） 

手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

 

聴覚障害のある方との交流活動の促進ため、

手話奉仕員の養成講座を開催しています。 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

 

重度障害のある方に対し、特殊寝台や入浴補

助用具等の自立生活支援用具を給付します。

（P16～P17）   

手
帳
の
交
付

 
 

手
当
・
年
金 

 

そ

の

他 

医
療
費
の 

助
成
な
ど 

税
金
・
公
共 

料
金
の
免
除 

相
談
の
窓
口 

障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
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 奄美市  

 事 業 所 名 住  所 電話番号 

1 地域活動支援センターゆらい 奄美市名瀬塩浜町 13-1 0997-57-7417 

2 チャレンジドサポート奄美 奄美市名瀬小浜町 24番 8号 0997-69-4545 

3 指定特定相談支援事業所 てぃだ 奄美市名瀬知名施字野口 2504 番地 0997-54-8011 

4 あゆみ 奄美市名瀬浜里町 171-1 0997-57-6633 

5 のぞみ園 奄美市名瀬和光町 41-3 0997-53-1718 

6 指定特定相談支援事業所 わかば 奄美市名瀬春日町 3-18 0997-54-1836 

7 指定特定相談支援事業所 あおぞら 奄美市名瀬幸町 20番地 17号 0997-69-3114 

8 指定特定相談支援事業所 ひより 奄美市名瀬朝仁新町 35番 23号 0997-69-3091 

9 奄美市社協 名瀬ゆうあい事業所 奄美市名瀬長浜町５番６号 0997-52-7601 

10 名瀬徳洲会介護センター 奄美市名瀬朝日町 28-1 0997-54-2295 

11 めぐみの園 奄美市名瀬西仲勝 965 0997-54-9211 

12 相談支援センター ウイル 奄美市名瀬小俣町 3-50 0997-54-1800 

 龍郷町  

 事 業 所 名 住  所 電話番号 

1 指定相談支援事業所 星の園 龍郷町赤尾木 1356 番地 0997-62-3392 

2 あまみ相談支援センター 龍郷町大勝 578 070-4403-0184 

3 聖隷かがやき 龍郷町赤尾木字手広 1679-2 0997-69-3522 

4 ライフアシスト和月 龍郷町浦字ヲフニ 1068-3 0997-69-4763 

 瀬戸内町  

 事 業 所 名 住  所 電話番号 

1 相談支援センター しゃきょう 瀬戸内町大字古仁屋字船津23番地 0997-72-4144 

2 相談支援事業所 いすわん 瀬戸内町阿木名 203-5 0997-72-1010 

3 きらり 瀬戸内町阿木名６５ 0997-72-0376 

4 つなぐ 瀬戸内町勝能字皆久田原７０７ 0997-76-0280 

5 加計呂麻園 瀬戸内町伊子茂１８７－１ 0997-73-2062 

 

 


